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平成 30 年 7月例会：次第（平成 30年 7 月 28日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

２.報告事項 

【会員の状況】 平成 30 年 6 月 

（1）   入会者： 藤田 真也 先生  草津ハートセンター 6/1付 

    退会者： 青嶋 實 先生   近江草津徳洲会病院 6/30付 

        

（２） 会員の状況（30年 6月） 

       Ａ会員：136名、 Ｂ会員：164名、  合計：300名  

 

【総   務   部】 

［総      務］ 

（１）平成３０年度第２期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 

口座振替ではない会員には請求書を８月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。 

口座振替の会員には、8月27日（月）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（２）２０１９年度版医師日記（手帳）の申込みについて 

 例年のとおり日本医師会から医師日記の斡旋案内があったので、必要な会員は下記により各地域

医師会事務局まで申込みいただきたい。 

1. 体  裁  前年度と同様 95×160㎜ 羊皮スウェード（えんじ色）透明カバー付 

2. 価  格  １冊2,100円 消費税込（今回の申込み以降個人で申請の場合は2,300円） 

3. 申  込  各地域医師会事務局へ現金を添えて申込み 

  （申込み締切は各地域医師会の指定による） 

4. 配布予定  平成30年12月初旬 

 

（３）医療機関における施設等の安全点検について 

  6月18日に発生した、大阪府北部を震源とする地震によって、大阪府内の小学校のプールの

ブロック塀が倒壊し、登校中の児童が犠牲になる事故が発生した。今回の事態を重く受け止め、

診療所利用者や通行人等の安全確保のため、敷地内の同様の構造設備について安全点検を実施

のうえ、必要な措置を講じられるよう、滋賀県健康医療福祉部長から本会に対し会員へ注意喚

起の通知があった。 

  敷地内・医療機関内部の設備・機器等についても平時から災害等への備えについて改めて見

直しを行うとともに、適切な対応を行うことができるよう安全管理に努めていただきたい。 

 

(４)第 48回被保険者健康診断実施について                         （総務資料 1）ｐ.1 
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（５）四段階税制（社会保険診療の所得計算の特例措置）存続の為の調査依頼について 

（協力依頼）                                               （総務資料 2）ｐ.3 

 

（６）平成 30年度 第 1 回保健医療従事者研修会の開催について（通知）（総務資料 3）ｐ.6 

 

（７）メディカルＩＣリーダー養成講座【中級】の受講申込みについて（総務資料 4）ｐ.10 

 

（８）レスパイト入院について内容改定のご案内          （総務資料 5）ｐ.14 

 

（９）平成 30年度版「高齢者をささえるしくみ」の送付について   （総務資料 6）ｐ.17 

  ・平成 30年度版「高齢者をささえるしくみ」冊子同封。 

 

（10）平成 30 年度 近畿医師会連合・大阪府医師会共催 産業医基礎研修会（前期研修）

の開催について                      （総務資料 7）ｐ.19 

 

（11）緩和ケア研修会受講のお願い                （総務資料 8）ｐ.24 

 

（12）改正道路交通法施行後における臨時適正検査の運用状況等について（総務資料9）ｐ.27 

 

（13）第 33 回びわ湖ほのぼの大賞推薦について          （総務資料 10）ｐ.30 

 

（14）大津市医師会立看護専修学校の生徒募集について      （総務資料 11）ｐ.32 

 

（15）「滋賀県アルコール健康障害対策推進計画」の概要について  （総務資料 12）ｐ.33 

 

（16）平成 30 年 7 月豪雨による被災医療機関等に対する支援について（お願い） 
                               （総務資料 13）ｐ.34 

 

（17）感染症対策研修会の開催について             （総務資料 14）ｐ.37 

 

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）平成３０年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルについて 

 今般、厚生労働省において、標記マニュアルが発行された。 

本マニュアルは、厚生労働省HPに掲載。 

なお、本マニュアルは、平成30年度死体検案研修会で配布を予定。 

    http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 

 

 

（２）トファシチニブクエン酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について（訂正） 

    平成30年6月12日付けにてお知らせした標記について、一部誤りがあったことから、今般、

再通知の依頼があった。ついては、下記をご確認願いたい。 

【平成30年6月12日付お知らせ 下線部について訂正】 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
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「結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染等による重篤な感染症の新たな発現もしくは悪化や帯状

疱疹等の再活性化が本剤であらわれることがあり、本剤との関連性は明らかではないが悪性腫

瘍の発現も報告されていることから、本剤の使用に関して、患者又はその家族に有効性及び危

険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始する等の使用上の注意等について周知を依頼

するもの。」 

訂正：(誤)患者又はその家族に → (正)患者に 

 

（３）医療事故情報収集等事業「画像診断報告書の確認不足(第２報)」について 

医療安全情報No.63(2012年2月)にて、画像診断報告書の確認不足について取り上げた後、画

像診断報告書を確認しなかった事例が37件報告されていることから、再度情報提供があった。 

 ついては、下記を参考のうえ、「画像検査～画像診断報告書の確認～患者への説明」の流れ

を整理し、業務工程を確立する等、同様の事例の再発防止および発生の未然防止のため留意願

いたい。 

<画像診断報告書を確認しなかった主な背景> ※37件のうち36件がCT検査の事例 

・画像で検査目的の部位を見て患者に説明した際、画像診断報告書が作成されておらず、

その後見るのを忘れた。 

・画像診断報告書を見る習慣がなかった。 

・CT検査とMRI検査を同時期に行い、MRI検査の結果で診断が確定できたため、CT検査の画

像診断報告書を見なかった。 

・専門領域の読影に自信があり、画像診断報告書を見なかった。 

・前月と同月の画像診断報告書を当日の報告書だと誤認した。 

<事例が発生した医療機関の取り組み> 

・画像診断報告書を確認してから患者に説明する。 

・画像診断報告書が未読の場合に気付ける仕組みを構築する。 

   ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」HP 

    http://www.med-safe.jp/ 

 

（４）「使用上の注意」の改訂について 

    今般、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課より「使用上の注意」の改訂について通知

があったので、下記HPよりご確認願いたい。 

    ☆「使用上の注意」の改訂について(平成30年度) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124.html 

 

（５）医療事故の再発防止に向けた提言 第４号「気管切開術後早期の気管切開チューブ

逸脱・迷入に係る死亡事例」の分析結果の公表について 

今般、日本医療安全調査機構より医療事故の再発防止に向けた提言第4号として、気管切 

開術後早期の気管切開チューブ逸脱・迷入に係る死亡事例の分析が公表されたので、同様の 

事例の再発防止および発生の未然防止のため活用されたい。  

 URL https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/ 

 

 

（６）医療事故情報収集等事業「再発・類似事例が発生した事案」について 

  医療事故情報収集事業において収集した情報（2014年から2016年に提供した医療安全情報

http://www.med-safe.jp/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204124.html
https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/
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No.86～121）のうち、2017年にも再発・類似事例が発生した事案について次のとおりお知ら

せするので、ご確認願いたい。 

・No.89 シリンジポンプの取り違え 1件 

・No.90 はさみによるカテーテル・チューブの誤った切断 2件 

・No.93 腫瘍用薬のレジメンの登録間違い 1件 

・No.94 MRI検査室への磁性体(金属製品など)の持ち込み(第2報) 3件 

・No.95 セントラルモニタの送信機の電池切れ 1件 

・No.99 胸腔ドレーン挿入時の左右の取り違え 3件 

・No.101 薬剤の投与経路間違い 3件 

・No.102 口頭指示の解釈間違い 3件 

・No.104 腫瘍用薬処方時の体重間違い 1件 

・No.106 小児の薬剤の調製間違い 1件 

・No.107 電気メスによる薬剤の引火(第2報) 2件 

・No.109 採血時の検体容器間違い 1件 

・No.110 誤った患者への輸血(第2報) 3件 

・No.113 中心静脈カテーテル抜去後の空気塞栓症 3件 

・No.116 与薬時の患者の取り違え 6件 

・No.117 他施設からの食種情報の確認不足 2件 

・No.118 外観の類似した薬剤の取り違え 1件 

・No.120 薬剤名の表示がない注射器に入った薬剤の誤投与 1件 

・No.121 経鼻栄養チューブの誤挿入 2件 

    ☆日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」HP 

      http://www.med-safe.jp/ 

 

【保  険  部】 

  (1) 疑義解釈資料（その５）について 【日医常任理事通知（保 100）】 

（診療所に関係する主な事項のみ県医師会報８月号「保険」のページに掲載予定） 

   ※厚生労働省ホームページに掲載済 

     https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000332346.pdf 

 

    （7月 10日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

 

 (2) 平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について【日医常任理事通知（保74）】 

    （医科点数表の解釈に反映されていない項目を中心に県医師会報７月号 P.33～P.34に掲

載済） 

（6月 21日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

    ☆ほとんどの項目は平成 30年 4月版医科点数表の解釈に反映済 

 

 (3) 官報掲載事項の一部訂正について 【日医常任理事通知（保 86）】 

（県医師会報８月号掲載予定） 

    ☆医科点数表の解釈 P.503 

 

 (4) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 316号（保 73）】 

http://www.med-safe.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000332346.pdf
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（県医師会報７月号 P.35～P.37に掲載済）（詳細は日医雑誌８月号を参照） 

   ※厚生労働省ホームページに掲載済 

     https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180615S0010.pdf 
 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」

のコーナーに掲載される予定 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 

 (5) 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 【日医発第 399号（保 88）】 

（県医師会報８月号掲載予定）（詳細は日医雑誌９月号を参照） 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 

 (6) リムパーザ錠100mg、同錠150mg及びイラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mgの

医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正について 

【日医発第 401号（保 90）】（県医師会報８月号掲載予定） 
 
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」

のコーナーに掲載済 

     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 

 

 (7) 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変

更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて 【日医発第400号（保89）】 

    （県医師会報８月号掲載予定） 

   ※厚生労働省ホームページ、日医ホームページともに掲載済 

     https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180703S0030.pdf 
 
     http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/ 

 （メンバーズルーム内） 

  

(8) 材料価格基準の一部改正等について 【日医発第 252号（保 63）】 

  （新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等−平成 30年 6月 1日適用−） 

    （概要は県医師会報７月号 P.39に掲載済）（詳細は日医雑誌８月号を参照）  
   ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検

査・医療機器等」のコーナーに掲載される予定 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

 

 

 (9)「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正につい

て（新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等−平成 30年 7月 1日適用−） 

【日医発第 403号（保 92）】 

     

（詳細は日医ホームページまたは日医雑誌９月号を参照） 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180615S0010.pdf
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180703S0030.pdf
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/iyaku/
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/
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 ※厚生労働省ホームページに掲載済 

     https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180629S0010.pdf  
   
 ※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・

医療 

療機器等」のコーナーに掲載済 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/ 

 

 

(10) 医療機器の保険適用について（７月１日保険適用分）及び「医療機器の保険適用に

ついて」の一部訂正について 【日医発第 402号（保 91）】【日医事務連絡（保 93）】 

 

(11) 平成 30年度 滋賀県後期高齢者医療被保険者証の更新について 

（県医師会報７月号 P.48～P.49に掲載済） 

   ・平成 30年度被保険者証の色：うぐいす色（薄緑色） 

   ・8 月 1 日以降にびわ色（薄橙色）の被保険者証を持参した患者は保険診療を受けること

ができないのでご注意いただくとともに、患者に新しい被保険者証を持参するように伝

えていただきたい 

 

(12) 長期投与について 

（県医師会報７月号 P.41に掲載済） 

    ・「１回 14 日分を限度」とされている医薬品を、必要最小限の範囲で、１回 30 日分を限

度に投与して差し支えないのは、①海外への渡航、②ゴールデンウィーク、③年末年始

のときだけであり、お盆休みや国内旅行は該当しない 

    ・①〜③の理由で 14 日分を超えて投与する場合には、診療報酬明細書の摘要欄、あるい

は院外処方せんの備考欄に投与した理由（「海外旅行につき」など）を記載すること 

 

(13) 平成 30年度 施設基準等の届出状況等の定例報告等について 

（県医師会報７月号 P.41に掲載済） 

 ※該当医療機関のみ 

    ・報告期限：平成 30年 7月 31日(火) 

    ・報告先、問合せ先： 

      近畿厚生局滋賀事務所 審査課  TEL 077-526-8114 

 

(14) 高齢者に係る高額療養費制度の見直しについて 【日医常任理事通知（保 58）】 

（県医師会報７月号 P.39、P.46に掲載済） 

 

 

(15) 高額療養費制度の見直しに伴う滋賀県福祉医療費助成制度(ひとり暮らし高齢寡婦)

の一部負担金について 

（県医師会報７月号 P.39、P.47に掲載済） 

 

(16) 視覚障害の認定基準の見直しについて 

（県医師会報７月号 P.52に掲載済） 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180629S0010.pdf
http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/tekiyo/
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(17) 国民健康保険組合被保険者証の無効について 

  ①滋賀県医師国民健康保険組合（保険者番号 253013） 

 
      

     記号番号    無効年月日   無効事由 

    滋医 01183001  H30.6.15   紛失のため 
 

（県医師会報８月号掲載予定） 

 

(18) 平成 30年 7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて 

【日医常任理事通知(保 103)(保 106)(保 107)(保 108)(保 112)(保 113)(保 114)】 

 

(19) 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等

の提示等及び公費負担医療の取扱いについて 【日医常任理事通知（保85）】 

 

〔その他〕 

(20) 向精神薬長期処方の研修「不安又は不眠に係る適切な研修」の要件について 

    （県医師会報７月号 P.15に掲載済） 

 

(21) 各種施設基準の届出について 

   ①初診料に係る機能強化加算 → 要届出事項 

    ※初診料に係る「機能強化加算」についても、近畿厚生局滋賀事務所へ施設基準の届出が

必要である点にご留意願いたい 

   ②開設者が変更になった場合、移転開設した場合、医療法人化した場合、診療所から病院あ

るいは病院から診療所に変わった場合等は、従前の保険医療機関を廃止し、改めて新規指

定申請の手続きを行うことになる。このことに伴い、従前に届出していた健康保険法上の

施設基準等も改めて届出が必要となる。 

     上記の届出を行わなかった場合は、届出が行われていないこととなり、届出漏れが判明

した時点で、届出漏れの事項に係る診療報酬の返還請求が行われることになるので、十分

ご留意願いたい。 

   ☆施設基準等の届出書提出先・問い合わせ先 

      近畿厚生局滋賀事務所審査課 

        〒 520-0044  大津市京町三丁目 1-1  大津びわ湖合同庁舎６階 

TEL077-526-8114 

 

(22) 再診料に係る地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算及び地域包括診療料・認

知症地域包括診療料の施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修』の要件

について 

 

(23) 集団的個別指導における保険医療機関の累計区分の変更について 

【日医常任理事通知（保66）】 

 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 
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（１）鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）に関する情報提供について 

中国における2017-2018年シーズンの鳥インフルエンザＡ（Ｈ７Ｎ９）ウイルスの感染者数

が過去のシーズンに比較し極めて少なく３例のみであったことから、国立感染症研究所におい

て、リスクアセスメントが更新されたので周知願いたい。 

（参考） 

・厚生労働省HP「鳥インフルエンザＡ(Ｈ７Ｎ９)について」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html 

 

・国立感染症研究所「インフルエンザＡ(Ｈ７Ｎ９)」 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html 

 

・検疫所（FORTH）海外感染症情報 

http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.htm 

l 

・検疫所（FORTH）海外感染症情報「鳥インフルエンザ(H7N9、H5N1)」 

http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html 

  
（２）平成３０年大阪府北部を震源とする地震による災害、平成３０年台風７号及び前線等に伴う

大雨よる災害に伴う予防接種の取扱について 

 災害のために居住地の市町村で定期接種を受けることが困難な者が、居住地以外の市町村に

おいて予防接種を希望する場合の接種の実施について、厚生労働省より事務連絡がなされた。 

居住地の長による予防接種実施依頼書の発行事務が極めて困難であると考えられることから、

予防接種実施依頼書がない場合においても、希望地の長は被災者からの申し出をもって居住地の

長からの予防接種実施依頼があったものとし、予防接種を実施して差し支えない旨、当該予防接

種の実施に当たっては、被災者がおかれている状況を考慮し、予診の徹底など健康状況を十分に

把握した上で接種が行われるよう特に留意願いたい旨が示されている。 

（参考） 

・平成30年大阪府北部を震源とする地震による災害に伴う予防接種の取扱について 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000212862.pdf 

 

 
（３）「肝炎医療ナビゲーションシステム」の運用開始について 

今般、「肝炎医療ナビゲーションシステム」の運用を肝炎情報センターにて、平成30年7月9

日から開始する旨、厚生労働省より連絡があった。 

【肝炎情報センター】 

http://www.kanen.ncgm.go.jp/ 

  

 

（４）ダニ媒介感染症及び蚊媒介感染症の予防啓発に関する協力依頼について 

今般、厚生労働省において、ダニ媒介感染症対策の予防啓発のためのポスターが作成されホー

ムページに掲載された。関係医療機関等に対する周知方についてお願いしたい。 

【ダニ媒介感染症予防啓発ポスター】 

掲載URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144470.html
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9.html
http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.htm
http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/name54.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000212862.pdf
http://www.kanen.ncgm.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html
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【蚊媒介感染症予防啓発ポスター】 

掲載URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html 

 

 

４.講演会・研修会等のご案内                   （総務資料 15）ｐ.40 

 ・草津栗東医師会ＧＰネット講演会 

 開催日時：平成 30年 8月 25日（土） 17：00～18：30 

  開催場所：ホテル ボストンプラザ草津 

  特別講演：「当院におけるうつ病治療の実践（仮）」 

  講演演者：滋賀県立精神医療センター 

       病院長 大井 健 先生 

 

５.当医師会 8月の行事予定表                  （総務資料 16）ｐ.41 

 

６.7 月以降の行事予定表                    （総務資料 17）ｐ.42 

 ・平成 30年度医療安全管理研修会（医療事故未然防止研修会） 

  開催日時：平成 30年 10月 11日（木） 14：00～16：00 

  開催場所：栗東芸術文化会館さきら 

 

☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 
 

≪事務局夏期休暇のお知らせ≫ 

事務局の夏期休暇は次のとおりです。 
休暇期間：平成 30 年 8 月 13 日（月）～8 月 16 日（木） 
お急ぎのお手続き等ございましたら、お早目にご連絡くださいますようお願いいたします。 
なお、休暇期間中の消耗品等の注文受付は下記のとおりです。 

8 月 10 日（金） 
15 時 00 分まで 当日受付 
15 時 00 分以降 8 月 17 日（金）受付 

※カタログのＷＥＢ注文は休暇期間に関係なく通常どおりご注文いただけます。 
※お届けが休暇明けになる商品もございますので予めご了承ください。 
 

≪「休業補償保険」の更新および新規加入のご案内≫ 

万一の就業不能に備える保険として、多くの先生方にご加入いただいております休業補償保険制度

（団体所得補償保険・団体長期障害所得補償保険・休業損失補償保険）が 10 月 1 日に満期更新を

迎えます。 
8 月中旬から 9 月にかけまして、「新規加入のご案内」・「更新のご案内」を郵送にてご案内いたし

ます。 
また、今年度より団体長期障害所得補償保険について、保険料率の改定（保険料の引き下げ）がご

ざいます。詳細については改めてご加入者様へご案内させていただきます。 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html
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≪おまとめ DM『医師協スクエア』のご案内≫ 

お得情報満載の情報発信ツール「医師協スクエア」を 7 月末に送付いたします。エコー講習会のご

案内や補助金情報、各種キャンペーン情報など組合員にとってメリットとなる様々な案内をしてお

ります。ぜひこの機会にご利用ください。 
 
 

～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 
当組合へご加入頂くことで、様々な組合メリットをご利用頂けますので是非ご検討ください。 
またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

加入要項 

①滋賀県内の開業医（正組合員） 
②滋賀県内の病院または診療所に勤務する医師（勤務医部会員） 
ご加入時に出資金（預り保証金）1 万円をお預かりさせていただくだけで賦課金・会費

等は一切ございません。なお、出資金（預り保証金）は組合脱退時にご返金させて頂き

ます。 
＊詳しくは当組合まで（０７７－５１６－８６６０）までお問い合わせください。 

 

 

 

★資料は草津栗東医師会ホームページ会員ページに掲載 

ID  ：kusakuri 

パスワード：kusakuri2016 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
  
草津栗東医師会ホームページ 
http://www.kusatsu-ritto.shiga.med.or.jp/indexpc.html 
  
草津栗東医師会ホームページ会員ページ 
http://kusatsu-ritto.shiga.med.or.jp/membership/?page_id=17&redirect_to=%2Fmembership%2F
&reauth=1 
  
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

http://www.kusatsu-ritto.shiga.med.or.jp/indexpc.html
http://kusatsu-ritto.shiga.med.or.jp/membership/?page_id=17&redirect_to=%2Fmembership%2F&reauth=1
http://kusatsu-ritto.shiga.med.or.jp/membership/?page_id=17&redirect_to=%2Fmembership%2F&reauth=1
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